
会 議 ・ 打 合 せ ・ 視 察 顛 末 書

記録者　　係長　　近野　英樹

決

裁

教育長 教育部長 課 長 課長補佐 主 査 係 長 グループ員

件　　　名 　平成３０年第１回龍ケ崎市教育委員会定例会会議録

日　　　時 　平成３０年１月２４日(水)　午前９時３０分～午前１０時３０分

場　　　所 　龍ケ崎市役所　附属棟１階第２会議室

出席委員

　平塚和宏教育長，斎藤勝教育委員会教育長職務代理者，

　髙橋容子教育委員会委員，大野金人教育委員会委員，

　髙橋伸子教育委員会委員

欠席委員 　なし

傍　 聴  　者 　なし

出席職員

　教育部長

　教育副部長兼教育総務課長

　生涯学習課長

　指導課長

　スポーツ・国体推進課長

　学校給食センター所長

　教育センター所長

　教育総務課長補佐

　教育総務課総務グループ係長

松尾　健治

飯田　光也

大野　雅之

小林　孝太郎

北澤　昌雄

神永　健

辻井　浩一

重田　正光

近野　英樹
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教育長

教育長

全委員

教育長

教育長

１　開　会

２　前回会議録の承認

３　教育長報告

４　議　事

　　報告第１号　専決処分の承認を求めることについて（龍ケ崎市教育に関す　

　　　　　　　　　　る事務の職務権限の特例を定める条例について）

　　報告第２号　専決処分の承認を求めることについて（条例案に対する意見

　　　　　　　　　　について）

　　報告第３号　専決処分の承認を求めることについて（龍ケ崎市部等設置条

　　　　　　　　　　例の一部を改正する条例について）

５　協議事項　　（１）龍ケ崎市の新しい学校づくりに関する基本方針（案）に係　

　　　　　　　　　　　　 るパブリックコメントの結果について

６　報告事項　　（１）龍ケ崎市第２次スポーツ推進計画（案）に係るパブリックコ

　　　　　　　　　　　　 メントの結果について

７　その他　　　　　

８　閉　会

（１）開会

　皆様こんにちは。委員の皆様方には，お忙しいところ，お集まりをいただきま

して，ありがとうございます。

　それでは，会議を進めてまいります。

　本日，全委員が出席されており，定足数に達しておりますので，平成30年第１

回龍ケ崎市教育委員会定例会を開会いたします。

　

(２)前回会議録の承認

　はじめに，１２月定例会の会議録の承認を行います。

　会議録につきましては，原案のとおりでよろしいでしょうか

　異議なし。

　それでは，１２月定例会の会議録につきまして，原案のとおり承認いたしま

す。

(３)教育長報告

　続きまして，教育長報告をさせていただきます。

（小中学校第２学期終業式，県南教育事務所管内市町村教育長会議，消防出

初式，小中学校第３学期始業式，龍ケ崎市の新しい学校づくりに関する基本

方針（案）パブリックコメント，平成３０年度入学通知発送，龍ケ崎市奨学生募集

開始，龍ケ崎市学校図書館司書嘱託員及び学校用務嘱託員の募集開始，イ

ンフルエンザによる学級（学年）閉鎖，成人式典，「いばらきねんりん文化祭・わ

くわく美術展」作品搬入，埋蔵文化財所在の有無照会（１２月分），インターン

シップ受入れ，ウォークラリー会議，スポーツ推進委員協議会会議，市長表敬

（スポーツ大会の結果），龍ケ崎市立学校学習充実指導非常勤講師の募集開

始，小中学校第２学期給食終了，小中学校第３学期給食開始，教育施設見学

（第一調理場見学），夢ひろば第２学期終業式，第８回龍の子支援会議，３学
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教育長

全委員

教育長

教育部長

教育長

髙橋(容)

委員

教育部長

髙橋(容)

委員

教育部長

教育長

全委員

教育長

教育長

教育部長

教育長

期始業式，市民カウンセリング講座（上級）閉講式，第４回生徒指導連絡会）

　私からの報告は，以上でございます。委員の皆様方から何かございましたら，

お願いいたします。

　特になし。

（４）報告第１号「専決処分の承認を求めることについて（龍ケ崎市教

育に関する事務の職務権限の特例を定める条例について） 」

　それでは議事に入ります。報告第１号「専決処分の承認を求めることについて

（龍ケ崎市教育に関する事務の職務権限の特例を定める条例について）」事務

局から説明いたします。

　（教育部長　報告第１号について説明）

　ただいま，報告第１号について，説明がありましたが，これらについてご質問

等ございましたらお願いいたします。

　国体が教育委員会の所管のままになった理由を教えてください。

　競技団体との関係や国体開催に向けてこれまで準備してきた経緯を踏まえま

して，国体の事務は教育委員会の所管として残したものと思われます。

　国体に向けた準備は，茨城県教育委員会が進めているということも背景にあ

るのでしょうか。

　ご指摘のとおり，県は教育委員会が所管しており，そのようなことも考慮したも

のと思います。

　それでは，報告第１号について，原案のとおり承認することに，ご異議ありま

せんか。

　異議なし。

　異議なしと認め，報告第１号については，原案のとおり承認されました。

（５）報告第２号「専決処分の承認を求めることについて（条例案に対する意見

について）」

　続きまして，報告第２号「専決処分の承認を求めることについて（条例案に対

する意見について）」事務局から説明いたします。

　（教育部長　報告第２号について説明）

　ただいま，報告第２号について，説明がありましたが，これらについてご質問
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全委員

教育長

全委員

教育長

教育長

教育部長

教育長

全委員

教育長

全委員

教育長

教育長

教育総務課長

教育長

全委員

教育長

等ございましたらお願いいたします。

　特になし。

　それでは，報告第２号について，原案のとおり承認することに，ご異議ありま

せんか。

　異議なし。

　異議なしと認め，報告第２号については，原案のとおり承認されました。

（６）報告第３号「専決処分の承認を求めることについて（龍ケ崎市部等設置条

例の一部を改正する条例について）」

　続きまして，報告第３号「専決処分の承認を求めることについて（龍ケ崎市部

等設置条例の一部を改正する条例について）」事務局から説明いたします。

　（教育部長　報告第３号について説明）

　ただいま，報告第３号について，説明がありましたが，これらについてご質問

等ございましたらお願いいたします。

　特になし。

　それでは，報告第３号について，原案のとおり承認することに，ご異議ありま

せんか。

　異議なし。

　異議なしと認め，報告第３号については，原案のとおり承認されました。

（７）協議事項の１「龍ケ崎市の新しい学校づくりに関する基本方針（案）に係る

パブリックコメントの結果について」

　次に協議事項です。協議事項の１「龍ケ崎市の新しい学校づくりに関する基

本方針（案）に係るパブリックコメントの結果について」事務局から説明いたしま

す。

　（教育総務課長から説明）

　ただいま協議事項の１について，説明がありましたが，これについてご質問等

ございましたらお願いいたします。

　特になし。

　

（８）報告事項の１「龍ケ崎市第２次スポーツ推進計画（案）に係るパブリックコメ

ントの結果について」
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スポーツ・国体

推進課長

教育長

髙橋(容)

委員

教育長

教育総務課

教育センター

事務局

教育長

　次に報告事項です。報告事項の１「龍ケ崎市第２次スポーツ推進計画（案）に

係るパブリックコメントの結果について」事務局から説明いたします。

　（スポーツ・国体推進課長から説明）

　ただいま報告事項の１について，説明がありましたが，これについてご質問等

ございましたらお願いいたします。

　先ほどのパブリックコメントにも言えることですが，市民から寄せられる意見が

少ないということは，意見の集め方に工夫が必要なのかもしれませんので，次

回以降ご検討いただければありがたいと思います。ホームページや掲示だけ

では，なかなか意見は出してもらえないと思います。

　議事につきましては以上ですが，事務局から連絡事項がございます。

「卒業式・入学式について」

「いじめ及び不登校の状況について」

　次回日程について（２月につきましては，２月２８日（水）１４時から，３月につき

ましては，３月２８日（水）１４時から教育委員会定例会を開催することでお願い

申し上げます。）

　

　以上をもちまして，本日の会議を終了させていただきます。お疲れさまでし

た。
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【議決事項】

　　報告第１号　専決処分の承認を求めることについて（龍ケ崎市教育に関す　

　　　　　　　　　　る事務の職務権限の特例を定める条例について）

　　報告第２号　専決処分の承認を求めることについて（条例案に対する意見

　　　　　　　　　　について）

　　報告第３号　専決処分の承認を求めることについて（龍ケ崎市部等設置条

　　　　　　　　　　例の一部を改正する条例について）

　　　　

　　

【会議録調製年月日】

　　　　　　　　　平成３０年１月２５日

【会議録調製者】　

　　　　　　　　　龍ケ崎市教育委員会事務局　教育総務課

　　　　　　　　　　　　　　　総務グループ　係長　　近野英樹

○龍ケ崎市教育委員会会議規則第１５条及び第１６条の規定により，この会議

録を調製させ，署名する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　教育長  　　平　塚　和　宏

情報公開 公　開

非公開（一部非公

開を含む）とする理

由

（龍ケ崎市情報公開条例第９条　号該当）

公開が可能となる

時期（可能な範囲

で記入）

　

　年　　月　　日

6


